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論文審査の結果の要旨 

以下、本文別紙 



様式７別紙  

論文内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 

論文題目： 米国統治期「琉球列島」における「非琉球人」管理体制成立過程の研究 

―奄美返還直後までの「本土籍者」に対する強制送還を主軸として― 

 学位申請者 土 井 智 義  

 論文審査担当者 

 主査 大阪大学教授    杉 原   達  

 副査 大阪大学教授    北 原   恵  

 副査 大阪大学准教授   北 村   毅 

                          副査  大阪大学特任講師  安 岡 健 一 

【論文内容の要旨】 

 本論文は、「日本」への送還が可能な者として位置づけられる「本土籍者」に対して実施された強制送還をめぐ

る諸問題を軸として、奄美返還直後までの米国統治期「琉球列島」における「非琉球人」管理体制の根幹をなす

出入管理令を取り上げ、これを＜送還可能性の法的な生産＞の装置として考察したものである。A4判で 359 ペー

ジにおよぶ大部の論文であり、序章、第 1部と第 2部に配置された各 2章、終章の計 6章から構成され、さらに

参考文献および巻末資料 5点が添付されている。 

序章では、問題の所在、先行研究の検討、依拠する史料と方法を論じる。第 1部では、1953 年 1月に制定され

た米国民政府（USCAR）の布令（第 1次出入管理令とよぶ）制定以前に、強制送還に結びつけられた人びとの姿と

送還の特質を論じる。第 2部では、同令によって「非琉球人」というカテゴリーと外国人登録制度とが結びつき、

行政処分による強制送還が可能となったこと、また「在沖奄美人」の送還計画の過程で再編された「本土籍者」

に注目し、新たな送還可能性のタイプが生じたことを論じる。 

第 1 章では、1950 年前後に奄美や宮古など南北琉球から沖縄本島へ移住した人びとが「無籍者」として処遇さ

れ、「犯罪の温床」とみなされた史実を跡付ける。沖縄では戦争で旧戸籍簿が滅失したため臨時戸籍が食料供給台

帳として使用されたが、「無籍者」はその際に非正規居住者とされた。これらの人びとは、社会防衛的な観点から

犯罪と関連づけられて危険視され、不断に南北琉球への強制送還の対象とされたのであった。 

第 2章では、アメリカの基地建設計画に基づき、とくに 1950～53 年に日本の業者とともに来島した日本人建設

労働者の移入形態を分析する。彼らは琉球列島の「住民経済圏」に位置しながらも、日本の労働法規が適用され

ており、外国人労働者としての立場から「基地経済圏」に移出される存在であったこと、また極東軍管轄区に具

体化される米国覇権下の「帝国経済圏」における移動管理の対象でもあったことを詳細に検証する。その実態は、

送還と一体化した形での外国人労働者の移入政策に他ならなかった。 



第 3章は、第 1次出入管理令を、具体的な送還事例を通して検討する。同令の制定によって「米軍要員」や「琉

球住民」とは異なる「非琉球人」という存在が前景化され、出入域と居住管理の対象となった。また同令施行の

結果、正規に入域したが非正規居住者となっていた日本人建設労働者らが送還可能とされた。こうして送還の力

点が、非合法入域を処罰する「拡張された国境管理」から「入域後の社会管理」に移行したことが詳しく論じら

れる。 

第 4 章では、奄美返還期の「在沖奄美人」の地位問題をめぐって採用された完全返還方針の策定過程を、とく

に USCAR 民政副長官オグデンの計画の詳細な検討を通じて明らかにする。そこでは、司法処分のみならず極貧層

などの社会的周辺層の行政処分による強制送還が編み出され、さらに日本人建設労働者と同じく雇用後に取消可

能な居住資格を適用して自発的な送還を促す方針もとられて、非合法であることを根拠としない新たな送還可能

性のタイプが生み出されたことが論じられた。 

 終章では、本論の全体を総括するとともに、今後の課題を整理している。 

【論文審査の結果の要旨】 

以上の内容をもつ本論文の特徴の第一は、沖縄研究においてこの領域に関する先行研究がほとんどない中で、

多くの新しい資料とくに米軍や米国民政府の未公刊の文書資料を精力的に発掘し、さらに新聞資料も丹念に読破

した上で、それらに基づいて琉球列島の出入国管理体制に関する実証的な研究をまとめた点である。重要な英文

資料を訳出して巻末に掲載したことも本論文の価値を高めており、今後当該分野の研究においては、まず参照さ

れるべき位置を占める論文として高く評価できるものである。 

特徴の第二は、一貫して強制送還という点に着目するという分析軸を明確にした上で、その具体的な実態を、

1950 年代前半期の琉球列島をめぐる同時代的な背景、法的な制度や政策の形成、社会意識などの状況の中で総合

的な分析を試みた点である。このような視点に立つことにより、局地化された沖縄と奄美の関係だけではなく、

グローバルな人の移動という地平において、軍や行政権力と個人が対峙する具体的場面に則して問題を分析する

ことが可能となった。強制送還や移民に関する各国の理論的成果を苦心を重ねながら取り入れようとする積極性

も評価できる。本研究は、特定の時期と空間に分析をしぼった具体的な実証研究でありながら、現代世界が直面

している人の移動と管理をめぐる諸問題の考察へと開かれた内容をもつ貴重な研究成果と判断できる。 

とはいえ、いくつかの問題点も存在している。まず本論文では奄美返還直後で論述が終えられ、第 2 次出入管

理令制定を含むその後の展開に関する分析と見通しが十分ではないことがあげられる。「無籍者」の統計において

女性の比率が高い背景などについては、ジェンダー的視点からの分析が望まれる。また繰り返しの多さや生硬な

文章表現など、記述する上で彫琢が求められる点も少なくない。しかしこれらの点は、いずれも今後の課題であ

り、更なる研究によって克服が期待できるものである。よって、本論文を博士（文学）の学位にふさわしいもの

と認定する。 


